
 - 1 - 

社員選挙規則 

制定 平 26. 4. 1 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、一般社団法人日本ホルスタイン登録協会（以下「この法人」

という。）定款第１２条に基づく社員選挙に関し必要な事項を定める。 

 

（社員定数） 

第２条 社員の定数は５８名とする。 

 

第２章 選挙管理 

（選挙管理委員会） 

第３条 社員選挙の事務の管理は、選挙管理委員会（以下「委員会」という。）が

行う。 

２ 委員会の委員は５名とし、正会員の中から理事会の決議による指名に基づい

て、会長が任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。 

４ 委員の互選により、委員長を選出する。 

５ 委員長は、委員会を代表し、その事務を総理する。 

６ 委員会は、半数以上の委員の出席により開催し、議事は出席委員の過半数で

決する。 

 

（選挙管理者） 

第４条 委員会は、選挙区毎に選挙管理者１名を委嘱する。 

２ 選挙管理者は、委員会の委嘱に基づき、投開票に関する事務の管理その他選

挙に関する事務を行う。 

３ 選挙管理者は、前項の事務を行う場合において、委員会の指示に従う。 

 

第３章 選挙権及び被選挙権 

（選挙権） 

第５条 選挙権を有する者は、選挙公示日の年度初めにおいて、この法人の正会員

として入会している者とする。 

 

（選挙権を有しない者） 

第６条 前条に定める日から投票日までの間において、正会員の資格を失った者は、

前条の規定にかかわらず選挙権を有しない。 
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（被選挙権） 

第７条 被選挙権を有する者は、選挙公示日の年度初めにおいて、この法人の正会

員として入会している者とする。 

 

（被選挙権を有しない者） 

第８条 前条に定める日から投票日までの間において、次の各号に掲げる者は、前

条の規程にかかわらず被選挙権を有しない。 

（１）未成年者 

（２）成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱わ

れている者 

（３）正会員の資格を失った者 

 

第４章 選挙区 

（選挙区） 

第９条 社員の選挙区は５８の小選挙区とする。 

２ 前項の区域は、会員数等を考慮し、理事会で定める。 

 

第５章 選挙人名簿 

（選挙人名簿の作成） 

第１０条 委員会は、選挙公示日の年度初めにおける正会員名簿に基づき、選挙区

毎に、選挙権を有する正会員の氏名及び住所を記載した選挙人名簿を作成しな

ければならない。 

２ 委員会は、選挙人名簿に誤り又は第８条に該当する者があることを知ったと

きは、直ちにその記載を訂正しなければならない。 

３ 選挙人名簿は、前項の場合を除き、その記載を変更することができない。 

 

（選挙人名簿の送付） 

第１１条 委員会は、選挙人名簿を作成したとき、または、その記載内容を訂正し

たときは、選挙区ごとの選挙人名簿を、速やかに当該選挙区の選挙管理者に送

付しなければならない。 

 

第６章 選挙期日及び投開票 

（選挙期日） 

第１２条 委員会は、投票日を定め、投票日の２０日前に選挙の公示をし、選挙人

にこの法人のホームページにより周知を図る。 

２ 前項と併せて、開票場所及び日時も通知する。 

 

（投票の方法） 

第１３条 投票の方法は、委員会が別に定める。 
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（開票結果の報告） 

第１４条 選挙管理者は、当該選挙区における投票結果を直ちに委員会に送付しな

ければならない。 

 

第７章 候補者 

（候補者） 

第１５条 被選挙権を有する正会員は、社員選挙に立候補することができる。 

２ 立候補する者は、選挙の公示の日から１０日以内に、候補者届出書を各選挙

区の選挙管理者に提出しなければならない。 

 

（委員会への報告） 

第１６条 選挙管理者は、候補者の届出を受理したとき又は候補者が辞退したとき

は、その者の氏名及び住所を委員会に速やかに報告しなければならない。 

２ 前項の報告は、電磁的方法によることができる。 

 

第８章 当選者等 

（当選者の決定） 

第１７条 当該選挙区の有効投票の最多数を得た者を当選者とする。なお、有効投

票の最多数を得た者が複数のときは、抽選によって当選者を決定する。 

 

（無投票当選） 

第１８条 社員候補者の数が当該選挙区における社員の定数を超えないときは、当

該選挙区においては社員選挙の投票は行わない。 

２ 前項の場合、選挙管理者は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならな

い。 

３ 委員会は、前項の報告を受けた場合、当該候補者を当選者と決定する。 

４ 第１項の場合、第１１条、第１３条及び第１４条の規定は適用しない。 

 

（当選者の更生決定） 

第１９条 第２５条の規定による異議の申出があった場合において、審理の結果、

再選挙を行わないで当選者を定めることができる場合においては、委員会は、

直ちに当選者を決定しなければならない。 

 

（繰上当選） 

第２０条 社員がこの法人の役員に就任したとき若しくは被選挙権を失ったとき

又は死亡したときは、委員会は、直ちに次点者の繰上当選を決定しなければな

らない。 
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（当選者の公示等） 

第２１条 選挙管理者は、当選者が決まったときは、直ちに当該選挙区の当選者の

氏名及び住所を委員会に報告しなければならない。 

２ 委員会は、当選者の氏名を直ちに公示し、かつ、当選者にこれを通知しなけ

ればならない。 

 

（当選の効力の発生） 

第２２条 当選者の当選の効力は、前条の規定による当選者の氏名の公示があった

日から生じるものとする。 

 

（選挙無効等の場合） 

第２３条 第２６条第１項の規定により当選に関する決定を変更したとき又は第

２６条第２項の規定により選挙の全部若しくは一部の無効を決定したときは、

委員会はその旨を公示しなければならない。 

 

（補欠選挙） 

第２４条 選挙管理者は、次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、直ちにその

旨を委員会に報告し、当該事由が生じた選挙区において再選挙を行う。 

（１）第１５条第２項に定める期間経過後、候補者の辞退、死亡又は被選挙権の

喪失により候補者を欠くに至ったとき 

（２）第２５条の規定による異議の申出の結果、第２６条第１項の規定により当

選に関する決定を変更したとき 

 

第９章 不服申立 

（異議の申出） 

第２５条 当選の効力に関し不服のある候補者若しくは選挙の効力に関し不服の

ある候補者又は選挙権を有する正会員は、当選決定の日から１０日以内に、文

書をもって委員会に対して異議を申し立てることができる。 

 

（当選又は選挙無効の決定） 

第２６条 当選の効力に関し異議の申出があった場合において、当選の結果に影響

を及ぼす場合に限り、委員会は、当選に関する決定を変更しなければならない。 

２ 選挙の効力に関し異議の申出があった場合において、選挙に関する規定に違

反することがあるときは、選挙の結果に影響を及ぼすおそれがある場合に限り、

委員会は、その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。 

 

第１０章 保管等 

（選挙人名簿等の保管） 

第２７条 委員会は、第１０条第１項に定める選挙人名簿及び第１６条第１項の規
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定により送付を受けた書面並びに投票用紙（投票用紙に準ずるものを含む）を

当該選挙にかかる社員の任期の間、保管しなければならない。 

 

（選挙に関する公示） 

第２８条 この規則における公示は、この法人の事務所、業務委託団体に文書を掲

示して行う。 

 

第１１章 雑則 

（規則の変更） 

第２９条 この規則の変更は、理事会の議決を経て、社員総会の承認を受けなけれ

ば変更することができない。 

 

附 則 

１．この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律第 106条第１項に定める一般社団法人日本ホルスタイン登録協

会の設立の登記の日から施行する。 

ただし、この設立の登記の日までの間は、「社団法人日本ホルスタイン登

録協会」と読み替えて、この規則を適用する。 

２．平成１１年６月２３日制定の社員選出規程は、これを廃止する。 


